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今後における海岸防災林の再生について
中間報告骨子案 参考資料





〇被災した海岸防災林の復旧に当たっては、原形復旧のみならず、津波エネルギーの減衰と合わせ
盛

海岸防災林の復旧イメージ① 第３の１、２関係

複合的な効果を期待する人工盛土の活用などを検討

津波による被災 今後の検討の方向性今後の検討の方向性

離岸堤、消波工等の
設置による前浜の造成

農地 集落
森林の造成（林帯幅を確保）

新
た
な
対

人工盛土

応

通常の対応

※必要に応じ防潮堤を設置

離岸堤、消波工、人工盛土、林帯による離岸堤、消波工、人工盛土、林帯による
津波エネルギーの減衰津波エネルギーの減衰

通常の対応

海岸防災林の復旧・造成海岸防災林の復旧・造成

他事業との調和を図り海岸

集落 津波発生時津波発生時

○盛土等を造成・整備する十分な土地が確保可能
○盛土等を造成するための十分な盛土材等が確保可能

実施するに当たっての条件実施するに当たっての条件実施するに当たっての条件実施するに当たっての条件

他事業との調和を図り海岸
防潮堤等も含め海岸防災林
を復旧整備

農地

○盛土等を造成するための十分な盛土材等が確保可能
○事業実施に当たり当該土地の所有者の同意が得られる
○地域における復興に向けたグランドデザインとの整合
○保全対象となる地域からの要請がある

海岸防災林のみを復旧整備
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リアス式海岸部など林帯幅が狭い箇所や施設のみの被災箇所では、原形
復旧若しくは施設の改良により必要な機能を確保

海岸防災林の復旧イメージ②

パターン１ パターン２

復旧若しくは施設の改良により必要な機能を確保

タ ン
（原形復旧）

※林帯のみの復旧あり
※必要に応じ植栽のための盛土

タ ン
（施設の改良）

※必要に応じ植栽のための盛土

平野部など林帯幅が確保できる箇所では、林帯幅の確保や海岸防災林全
体の機能向上を実施

パターン３
（林帯幅の確保）

パターン４
（海岸防災林全体の機能向上）

体の機能向 を実施

（林帯幅の確保）

従来幅 追加幅
※必要に応じ植栽のための盛土

森林の造成（林帯幅を確保）

人工盛土

※必要に応じ防潮堤を設置

復旧に当たっては、被災状況や地域の実情等に応じ、箇所ごとに復旧復旧に当たっては、被災状況や地域の実情等に応じ、箇所ごとに復旧
方法を決定
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被災した海岸部の復旧に当たっては、津波エネルギーの減衰と合わせ複合的な効果を期待する人工盛被災した海岸部の復旧に当たっては、津波エネルギーの減衰と合わせ複合的な効果を期待する人工盛

多機能海岸防災林の効果について

被災した海岸部の復旧に当たっては、津波エネルギ の減衰と合わせ複合的な効果を期待する人工盛
土を活用した多機能海岸防災林の造成などを検討
被災した海岸部の復旧に当たっては、津波エネルギ の減衰と合わせ複合的な効果を期待する人工盛

土を活用した多機能海岸防災林の造成などを検討

多機能海岸防災林は、津波ｴﾈﾙｷﾞｰ
減衰効果とともに

飛砂防備、防風などの機能
を確保

憩いの場の提供、白砂青松
など望ましい景観の創出

減衰効果とともに、

を確保

植栽した樹木の維持・管理
など継続した雇用創出

無害化した再生資材など資材の
有効利用

農 地多機能海岸防災林多機能海岸防災林

集 落

海岸保安林の追加指定海岸保安林の追加指定((林帯幅の拡大林帯幅の拡大))海岸保安林の追加指定海岸保安林の追加指定((林帯幅の拡大林帯幅の拡大))

防潮護岸防潮護岸

消波ブロック消波ブロック

海岸部後背の山を切り崩し、宅地
や防災拠点等を整備
海岸部後背の山を切り崩し、宅地
や防災拠点等を整備

従来幅従来幅 追加幅追加幅

※場合によっては道路
や鉄道等を通す

消波ブ ック消波ブ ック

多機能海岸防災林の津波エネルギーに対する３つの効果多機能海岸防災林の津波エネルギーに対する３つの効果

無害化した再生資材など無害化した再生資材など
資材の有効利用資材の有効利用

無害化した再生資材など無害化した再生資材など
資材の有効利用資材の有効利用

離岸堤離岸堤

津波に対しての津波に対しての減衰効果減衰効果

多機能海岸防災林の津波エネルギーに対する３つの効果多機能海岸防災林の津波エネルギーに対する３つの効果

到達時間の到達時間の遅延効果遅延効果 漂流物の漂流物の捕捉効果捕捉効果
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今般の東北地方太平洋沖地震による地震・津波の発

生、被害の状況について、早急に分析の上、今後の対

策を検討する必要

（１）今回の地震・津波被害の把握・分析

① 今回の地震・津波の発生メカニズムの分析

② 今回の地震に伴う揺れや津波による被害の把握・

分析

（２）今後の地震動等の推定・被害想定のあり方

① 地震動及び津波の推定における規模および対象

範囲の考え方

② 被害想定手法の点検、見直し

（３）今後の地震・津波対策の方向性

① 海岸堤防等

② 土地利用計画

③ 避難計画 など

２．検討課題

１．趣 旨

「東北地方太平洋沖地震を教訓とした
地震・津波対策に関する専門調査会」

における検討について

資料４－２

1

○ 今後10回程度開催し、秋頃最終とりまとめ

○ 6月末頃を目途に中間とりまとめ

３．スケジュール
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○今回の地震・津波被害に関する分析

①今回の地震・津波被害の特徴と課題
②今後の地震・津波対策に向けた基本的認識

○大規模地震対策における対象地震の考え方

①従来の対象地震の想定方法に関する分析
②対象地震を設定する意義
③今後の対象地震の設定の考え方

○津波による被害の抑止・軽減のための基本的方向性

○津波防御のための施設整備の基本的な考え方

○津波被害軽減のための土地利用のあり方

○発災時における津波避難のための方策

○被害想定の考え方

○広域災害、海溝型大規模地震の対応方策

（１）防災基本計画の見直し方針

・例：「津波対策」に関する記載の充実

（２）海溝型大規模地震の検討方針

・例：東海地震、東南海地震、南海地震の連動発生

（３）東日本大震災の復旧・復興への反映
など

４．政策への反映

（参考）具体的テーマ

2
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東北地方太平洋沖地震を教訓とした 
地震・津波対策に関する専門調査会 

委員名簿 
 

座 長 河田
か わ た

 惠
よ し

昭
あき

 関西大学社会安全研究科長・社会安全学部長・教授 

座長代理 阿部
あ べ

 勝
かつ

征
ゆき

 東京大学名誉教授 

 泉田
いずみだ

 裕彦
ひろひこ

 新潟県知事 

 磯部
い そ べ

 雅彦
まさ ひこ

 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 

 今村
いまむら

 文彦
ふみひこ

 東北大学大学院工学研究科附属災害制御研究センター教授 

 岡村
おかむら

 眞
まこと

 高知大学大学院総合人間自然科学研究科教授 

 島崎
し まざ き

 邦彦
く に ひ こ

 東京大学名誉教授 

 清水
し み ず

 泰
ひろし

 静岡県焼津市長 

 高橋
たかはし

 重雄
し げ お

 独立行政法人港湾空港技術研究所研究主監 

 田中
た な か

 淳
あつし

 東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター長・教授 

 田村
た む ら

 圭子
け い こ

 新潟大学危機管理室/災害・復興科学研究所教授 

 野田
の だ

 武則
たけのり

 岩手県釜石市長 

 平原
ひらはら

 和朗
かずろう

 京都大学大学院理学研究科教授 

 福和
ふ く わ

 伸夫
の ぶ お

 名古屋大学大学院環境学研究科教授 

 古村
ふるむら

 孝
たか

志
し

 東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター教授 

 翠 川
みどりかわ

 三郎
さ ぶ ろ う

 東京工業大学大学院総合理工学研究科教授 

 山﨑
やまざき

 登
のぼる

 日本放送協会解説副委員長 

計 １７名   

（敬称略）   
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復興構想会議検討部会 提出資料 

 

 

（１）津波調査・解析について 

 発災直後から調査・解析活動が始まり，現在も調査調査実施中ですが，毎日

更新しております．最も信頼でき，広範囲な調査データをまとめております． 

な お，データは，Google Earth KML ファイル，エクセルデータとして入手出

来ます． 

【沿岸部での津波痕跡高さ分布】 

http://www.coastal.jp/ 

http://www.coastal.jp/ttjt/index.php?現地調査結果 

今後の検討部会での議論や沿岸各地での復興計画作成に参照していただけるか

と思っております． 

作成：東北地方 太平洋沖地震津波合同調査グループ （関係学会の有志） 

内容：津波の遡上高（当時の海面から高さ）や浸水高 （深さに換算可能）を測

定 

 

 

（２）津波に対する安全に関する検討委員会 

 土木学会 東日本大震災特別委員会では、被災地の復興と安全な国土形成のた

めに課題ごとに特定テーマ委員会を設置し、専門家による議論をもとに情報提

供を行っています。 津波特定テーマ委員会（委員長：今村文彦 東北大学教授）

では、以下の３つの WG にて課題に取り組んでいます。  

 WG1：今回の津波の特性    

WG2：海岸施設の復旧と設計方針    

WG3：復興に向けて配慮すべき事項  

 

土木学会津波特定テーマ委員会 第 1 回報告会(2011/5/10)資料より 

http://committees.jsce.or.jp/2011quake/node/79 

これまでに得られた情報に基づき、1000 年に 1 度程度の頻度で発生する巨大津

波を含めた今後の津波対策について、海岸構造物による防護と津波に強いまち

づくりの方針に関する提案や今後の検討方向などを整理しています。 

 

今村専門委員提出資料
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１． 今回の津波の特性と位置づけ（WG1）  

1-1 今回の津波は場所によっては貞観津波（869 年）クラスかそれ以上と考えら

れる．（合同調査グループ等による痕跡調査の分析から．） 

 1-2 貞観津波クラスの巨大津波の発生頻度は 500 年から 1000 年に一度と考え

られる（津波堆積物の調査研究のレビューから．） 

 

２． 海岸保全施設の復旧と設計方針（WG2）  

2-1 すべての人命を守ることが前提とし、主に海岸保全施設で対応する津波の

レベルと海岸保全施設のみならずまちづくりと避難計画をあわせて対応する津

波のレベルの二つを設定する．前者は海岸保全施設の設計で用いる津波の高さ

のことで，数十年から百数十年に 1 度の津波を対象とし，人命及び資産を守る

レベル（以下，津波レベル１（仮称））である．後者は津波レベル１をはるかに

上回り，構造物対策の適用限界を超過する津波に対して，人命を守るために必

要な最大限の措置を行うレベル（以下，津波レベル２（仮称））である．ただし，

地震発生後に来襲する津波に対して避難の要否を予測することは現時点の技術

では困難なので，地震発生後は必ず避難しなければならない．  

2-2 海岸保全施設を一定程度超えて越流した場合にも，破壊・倒壊しにくい施

設設計を検討する．   

2-3 地震時に陸域の広い範囲で沈下が生じ，その直後に津波が来襲することも

設計条件に含める必要がある．（今回のように震源が近い場合には，陸域が沈降

域に含まれる．さらに，地盤条件によっては液状化を考慮すべき地域もある．） 

2-4 海浜が変形することも注意深く監視する必要がある．（地殻変動による沈降

域での地盤の隆起，津波来襲時の土砂移動による変形，津波後の波浪により２

～３年かけて生じる地形変形等が対象となる．）  

2-5 今年以後の台風期にも備える段階的復旧が必要である． 

 

３． 復興に向けて配慮すべき事項（WG3）  

3-1 地域の津波防災計画で対象とする津波レベル２の設定法：津波レベル２の

津波の高さを精度良く確定することは現時点の科学・技術では限界がある．そ

のため，歴史津波を含めた痕跡を再整理し，その分布の包絡線として津波高さ

を設定する方法が考えられる．しかし，この設定法には不確実性があるため，

最新の地球科学等からの知見を踏まえつつ，津波数値計算による予測を併用し
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て，精度向上を図るとともに随時見直すことが必要である．  

3-2 地域の津波対策は，海岸保全施設に加え，盛土構造の活用，地域計画，土

地利用規制等による多重的な防護機能を兼ね備える必要がある．津波の来襲時

に，まずは人命を守ることを目指して，避難計画を含めた被害軽減を図り，復

旧・復興を行いやすい津波に強いまちづくりを目指して，対策を進めることが

重要である．  

3-3 住民の命を守るための避難計画や津波情報の伝達システム等の対策は，津

波レベル２を基本として再構築する必要がある．さらに，地域のハザードマッ

プ（防災地図）等には津波レベル２を具体的に反映させることが重要で，その

ためには地域に根ざした津波防災専門家の養成が必要である．  

3-4 避難計画の策定では，避難場所の選定を地域の特性に応じて適切に行う必

要がある．特に避難施設の設定では，津波レベル２の津波に対しても浸水せず

極力津波来襲時に孤立しない適切な場所を選定する等，地域計画、土地利用の

面からも対策を講じることが重要である．  

3-5 避難時の情報提供においては，津波予警報や避難勧告・指示に加え，津波

の来襲状況を正確に把握するため，GPS 波浪計の設置及び水圧式波高計等の壊

れにくい観測設備の開発を検討する． 

 3-6 これらハードとソフトが一体となった対策を100年以上の長期にわたって

持続できるスキームを検討する．（高所移転しても数十年経過すると低平地に戻

ってしまう事例が多い．明治・昭和の三陸津波における高所移転問題の教訓を

整理し，現代に置き換えて考えることが重要である．） 
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○ 飛砂防備等の機能面を考えると５０ｍ程度の林帯幅が必要

海岸防災林の林帯幅に関する既往知見（飛砂防備、防霧、防風機能）第３の３（２）関係

○ 海岸防災林の場合、飛砂・塩害等の厳しい生育条件を考慮
○ このため、最前線の林帯は概ね１５０～２５０ｍ程度の幅が目安

○飛砂防備 防霧 防風などの機能を確保 海岸防災林の場合 海浜部に近い最前線○飛砂防備、防霧、防風などの機能を確保

○飛砂防備機能

海岸防災林の場合、海浜部に近い最前線
の林帯は飛砂・塩害等の厳しい成育条件を
考慮する必要

○飛砂防備機能

日本海側では１５０ｍ～２００ｍ、太平洋側で
は１００～１５０ｍ以上の林帯幅が望ましい。
○防霧機能

○飛砂防備機能

機能の面から考えると最低５０～７０ｍの

○防霧機能

最前線の林帯幅は、２５０ｍ程度はあること
が望ましい。
○防風機能

幅が必要。
○防霧機能

一列の林帯による霧の消散率は、林帯幅
が２０ ３０ より広くなると変化が少なくな

必要最小限の幅を日本海側では２５０ｍ程
度、太平洋側では１５０ｍ程度を目安とする。

が２０～３０ｍより広くなると変化が少なくな
る。それ故、霧消散効率だけを考えると、２０
～３０ｍの幅がよい。
○防風機能○防風機能

内陸防風林では、樹高の５倍程度の幅、実
距離では３０ｍ前後（２０～４０ｍ）が望ましい。

※森林の公益機能解説シリーズ「森林の防風機能」、「森林の防霧、防潮、飛砂防止機能」より作成

海岸防風林の林帯配置
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海岸防災林の林帯幅に関する既往知見（津波減衰機能）

○ 林帯幅５０ｍ程度で家屋破壊等に影響する津波の流体力（流速、水流圧力等）を半分以下に低減
○ 津波自体の減衰機能（到達距離、浸水深）は林帯幅２００ｍから高い効果を発揮
○ 飛砂防備機能等と同様に、海岸線の厳しい生育条件を考慮した余裕幅が必要と思料

防潮林による定量的津波減衰効果 防潮林による効果の判定表

林帯幅４０ｍで
・速度５０％以下
・エネルギー１０％以下

低減率０ ９９～０ ７・・・やや効果あり

防潮林に侵入した津波の速度とエネルギー減少

低減率０．９９ ０．７ やや効果あり
０．６９～０．４・・・効果あり
０．３９～ ・・・十分に効果あり

津波軽減→津波自体の減衰機能
（遡上距離、浸水深）

被害軽減→津波流体力による家屋破壊等
防潮林 侵 津波 度 減少

（小山、１９４８年の計算値による）

胸高直径：２０ｃｍ 密度２，０００本／ｈａ
流速１０ｍ／ｓ 樹幹抵抗係数：１．０津波自体の減衰機能について、

林帯幅２００ｍから「効果あり」の判定

被害軽減→津波流体力による家屋破壊等
の被害軽減効果（流速、水流圧力）

日本海沿岸北部のように 気象条件がき

胸高直径：０．１５ｍ

津波流体力に対する軽減効果について
津波波高３ｍの場合、林帯幅５０ｍで
・速度５０％程度

林帯幅 から 効果あり」の判定 日本海沿岸北部のように、気象条件がき
びしいところでは前線部分の樹木の生長
が悪いので、必要な幅はさらに広くなる。

※森林の公益機能解説シリーズ「森林の防霧、防潮、胸高直径：０．１５ｍ
樹林密度３０本/１００ｍ２ ・水流圧力４０％以下

※防潮林による津波減衰効果の評価と減災のための利用の可能性
（原田・今村、２００３）より作成

※森林の公益機能解説シリ ズ 森林の防霧、防潮、
飛砂防止機能」より作成

計算結果に加え、さらに余裕幅が必要と思料
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○ 海岸公園冒険広場を襲った津波の想定高は９ ５４ｍ（荒浜地区海岸付近での浸水痕跡高）

仙台市若林区海岸公園冒険広場の事例紹介 第３の３（３）関係

○ 海岸公園冒険広場を襲った津波の想定高は９．５４ｍ（荒浜地区海岸付近での浸水痕跡高）
○ 津波浸水で壊滅状態の仙台市荒浜付近で浸水を免れたのは当公園の高台（展望平場）のみ
○ 地元住民３名、公園スタッフ２名が高台に避難し救助
○ 避難していた高台は標高１３．５ｍ、標高約１３ｍまで波の打ち上げ痕跡

＜海岸公園冒険広場の概要＞
施行主：仙台市建設局 整備面積：６．５ha 高台標高：１３．５m
事業費：４８７,０００千円 工事期間：平成１４年度～平成１７年度

仙台市
若林区

震災廃棄物仮置場
（仙台市設置）

若林区

海側凡例

浸水域

浸水域外

位置図

海岸公園冒険広場

平面図
避難位置

位置図

避難位置

縦断図

青破線：築山が被った津波の浸水ライン

青実線：津波の本流と思われる浸水ライン

展望平場の約１ｍ弱下方にまで
津波の打ち上げ痕跡（微弱）
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津波により，当該地区にある治山施設（砂丘固定工約3.6ｋｍ）

人工砂丘の被災事例（名取市（東須賀） ）① 第３の３（３）関係

津波により，当該地区にある治山施設（砂丘固定工約3.6ｋｍ）

及び民有保安林（68.9ha）が被災し，そのほとんどが倒伏・

流失。

【発 生 日】 平成２３年３月１１日
なとりし しもますだ あざやしき （ひがしすが）

【位 置】 名取市下増田字屋敷地内（東須賀）

【被 害】 砂丘固定工・民有保安林の被災

被災前の民有保安林の状況

東須賀
砂丘固定工の被災状況（東須賀）

被災前の状況（東須賀）

砂丘固定工背後の民有保安林の被災状況

※背後にある施設は仙台空港
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人工砂丘の被災事例（名取市（東須賀） ）②

昭和61年度～ 標準横断図 （TP5.0～5.5ｍ）

完成写真
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第３の３（４）関係

海岸防災林関係の記載がある復興計画等

※ 海岸防災林関連部分を抜粋

○ 東日本大震災復興構想会議

現在、提言の取りまとめに向け検討中。委員からの海岸防災林に関

する資料の提出等は以下のとおり。

・ 第８回会議 達増委員提出資料

・ 第９回会議 村井委員提出資料

○ 県

・ 青森県復興プラン

・ 岩手県東日本大震災津波復興計画 復興基本計画（案）

・ 宮城県震災復興計画（第１次案）

○ 市町村

・ 仙台市復興ビジョン

・ 第二回岩沼市震災復興会議資料（抜粋）

※ 資料については、各機関のホームページより
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第８回東日本大震災復興構想会議 達増委員提出資料－P9－
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第８回東日本大震災復興構想会議 達増委員資料－P11－
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第８回東日本大震災復興構想会議 達増委員資料－P12－
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第９回東日本大震災復興構想会議 村井委員提出資料
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青森県復興プラン－P36－
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岩手県復興基本計画（案）－P17－
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岩手県復興基本計画（案）－P43－

岩手県復興基本計画（案）－P50－

-22-



宮城県震災復興計画（第１次案）－P11－
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宮城県震災復興計画（第１次案）－P13－
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宮城県震災復興計画（第１次案）－P28－

宮城県震災復興計画（第１次案）－P40－
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仙台市復興ビジョン－P7－

仙台市復興ビジョン－P10－
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第二回 岩沼市震災復興会議資料（抜粋）
～第二回宮城県震災復興会議 参考資料（２）より抜粋～
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○ 環境省の推計では 災害廃棄物は岩手県６００万トン 宮城県１６００万トン 福島県２９０万トンで ３県の合計

人工盛土の造成に当たってのがれき等の活用について①

●東日本大震災における災害廃棄物の発生状況等

第３の３（５）関係

○ 環境省の推計では、災害廃棄物は岩手県６００万トン、宮城県１６００万トン、福島県２９０万トンで、３県の合計
２，４９０万トンは阪神・淡路大震災の１．７倍に上り、がれきの処理は大きな課題。（４月５日公表）

○ 加えて、建物や構造物がその場で崩れ落ちた阪神・淡路大震災と異なり、東日本大震災における災害廃棄物は、
津波の発生により、海から押し流されたヘドロや重油などの汚泥もまじって堆積するほか、人体に有害なアスベスト
やＰＣＢ等が混入している可能性が指摘されているところ

膨大ながれきの発生

やＰＣＢ等が混入している可能性が指摘されているところ。

津波の発生により多様な物質が混入

津波により様々な廃棄物が水没し混在する津波により様々な廃棄物が水没し混在する
ため、アスベスト、ＰＣＢ等各種有害物質の
発生が懸念
ため、アスベスト、ＰＣＢ等各種有害物質の
発生が懸念

岩手県 宮城県 福島県 ３県合計
災害廃棄物の量 600万トン 1600万トン 290万トン 2490万トン

320万トン 890万トン 160万トン 1370万トン320万トン 890万トン 160万トン 1370万トン
130万㎥ 360万㎥ 60万㎥ 550万㎥

うちコンクリートくず

被災 県 がれき発生量 全 般廃棄物

木片については、他の廃棄物との化学反応
等によりメタンや硫化水素が発生する恐れ
（結果として、黒色の水が流出）

木片については、他の廃棄物との化学反応
等によりメタンや硫化水素が発生する恐れ
（結果として、黒色の水が流出）

※ 被災３県のがれき発生量２，４９０万トンは、全国の一般廃棄物
の年間総量の５３．８％に当たり、東京ドーム約６７杯分に相当。
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○ 津波等により被災し発生したがれき等は 「有価物」又は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下 「廃掃

人工盛土の造成に当たってのがれき等の活用について②

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律等での取扱

○ 津波等により被災し発生したがれき等は、「有価物」又は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃掃
法」という）上の「一般廃棄物」に大別される。

○ 廃棄物に該当するか否か（=有価物）は、その物の性状、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の
意志等を総合的に勘案して判断される。

○ 「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタ プラン）」（５月１６日 環境省）において コンクリ トくず○ 「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）」（５月１６日・環境省）において、コンクリートくず
について、復興資材等として被災地で活用する等、再生利用が可能なものは、極力再生利用する旨位置づけ。

◆ 廃棄物の定義

この法律において、「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、
燃え殻 汚泥 ふん尿 廃油 廃酸 廃アルカリ 動物

◆ 東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）
５月１６日・環境省

抜粋燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物
の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又
は液状のものをいう。 （廃掃法 第２条第１項）

◆ 一般廃棄物
法律 お 「 般廃棄物 と 産業廃棄

－抜粋－

この法律において、「一般廃棄物」とは、産業廃棄
物以外の廃棄物をいう。 （廃掃法 第２条第２項）

※土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるものは廃掃法の対象外
（Ｓ４６ 厚生省環境衛生局長通知）

◆ 廃棄物か否かの判断基準

＜総合判断の個別内容の例＞
□搬出の状況

排出が需要に沿った計画的なもの
であり、排出前に適切な保管や品質であり、排出前に適切な保管や品質
管理がなされている

□物の性状
利用用途に要求される品質を満足
し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等
の生活環境保全上の支障が発生す

（出典）廃棄物処理はやわかり帖
（東京法令出版）

る恐れがないもの
□取引価値の有無

占有者と取引の相手方の間で有償
譲渡がなされており、当該取引に客
観的合理性があること
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人工盛土の造成に当たってのがれき等の活用について③

●人工盛土の盛土材としての利用に当たって必要となる措置

○ 今回の震災で発生したガレキのうち約６割を占めるコンクリートくずをはじめ、高台での宅地造成に伴って発生す
る土砂が人工盛土の盛土材として有力な対象。その他、資材として考え得る金属、プラスチック等のいわゆる安定
５品目については存在量が少ない見込み。

○ 有価物として利用するか、廃掃法の適用対象となる一般廃棄物として利用するかによって、必要となる措置が異
なり、特に、一般廃棄物として活用する場合には、事前の簡易アセスや県の条例に基づくアセスが必要となるほか、
収集・運搬～仮置き～処理（人工盛土に投入）の各プロセスにおいて、廃掃法に基づく適正な対応が必要。

【がれき等を有価物として利用する場合】

【がれき等を 般廃棄物として利用する場合】 プ づ が

コンクリートくず 建設資材破砕・粒度調整
人工盛土の
盛土材と

【がれき等を一般廃棄物として利用する場合】～各プロセスで廃掃法等に基づき、適正に対応することが必要～ して利用

簡易アセス（条例アセ
ス）の実施

収集・運搬 仮置き 廃棄物処理
施設

◆簡易アセス・県の条例アセスの実
施及び利害関係者からの意見書提出
機会の付与

◆簡易アセス・県の条例アセスの実
施及び利害関係者からの意見書提出
機会の付与

◆飛散流出の防止、悪臭、騒
音、振動による生活環境保

全上支障ない必要な措置

◆飛散流出の防止、悪臭、騒
音、振動による生活環境保

全上支障ない必要な措置

◆掲示板の設置、廃棄物の飛散、
地下浸透、悪臭発散の防止

◆高さ規制（囲いの下端から50%以
下の勾配)

◆掲示板の設置、廃棄物の飛散、
地下浸透、悪臭発散の防止

◆高さ規制（囲いの下端から50%以
下の勾配)

◆埋立方法：一層は３ｍ以下
一層ごとに覆土５０ｃｍ

（小規模埋立(１万m2又は5万m3
以下）は適用外）

◆ 周囲に囲い、廃棄物処分場の表示
◆浸出液による汚染防止のための措置

◆埋立方法：一層は３ｍ以下
一層ごとに覆土５０ｃｍ

（小規模埋立(１万m2又は5万m3
以下）は適用外）

◆ 周囲に囲い、廃棄物処分場の表示
◆浸出液による汚染防止のための措置◆浸出液による汚染防止のための措置◆浸出液による汚染防止のための措置

（参考）仙台市若林区海岸公園冒険広場の事例

○ 当公園は昭和３０年代までは沼であり、昭和４０年代に廃棄物を埋め立て、
そ 後盛土され公園化その後盛土され公園化

○ 高台盛土の法面下部が、今回の東日本大震災による津波により抉り取られ、
埋め立てた廃棄物が露出・散乱
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全国の 般廃棄物総量の５割以上の量にも上るがれきの処理は被災地域の復興に不可欠

人工盛土の造成に当たってのがれき等の活用について④

●がれき等を人工盛土の盛土材に利用する際の主要論点（メモ）

全国の一般廃棄物総量の５割以上の量にも上るがれきの処理は被災地域の復興に不可欠。
人工盛土の盛土材として利用する場合には以下の点に留意しつつ対応すべきではないか。

① 建築物がその場で倒れた阪神・淡路大震災の場合と異なり、津波で流された様々
な施設が混合しており、有害物質が混入している恐れがあることに留意すべきではな
いか。

② ガレキの利用に当たっては、有価物として活用する場合と、廃掃法に基づく対応
が必要となる一般廃棄物として活用する場合では、実施までに要する手続き・期間・
コストが大きく異なることに留意すべきではないか。

③ 利用の検討に当た ては 今回の震災で発生したガレキのうち 約６割を占める③ 利用の検討に当たっては、今回の震災で発生したガレキのうち、約６割を占める
コンクリートくずのほか、高台での宅地造成に伴って発生する土砂を主な対象とすべ
きではないか。

④ 属地での造成に対応していくため、ガレキ等の存在量、プラントの有無等実施に
あたっての条件について、個別の市町村ごとに把握することが必要ではないか。
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〇海岸防災林には、津波の減衰効果を含む潮害の防備、飛砂、風害の防備等の災害防止機能や地域の生活環境
の保全に重要な役割

海岸防災林造成による植栽樹種の選定① 第３の３（６）関係

の保全に重要な役割
○海岸防災林の造成地は環境条件が著しく悪いことから、飛砂、潮風及び寒風等の害によく耐えうるなどの条件を
有する樹種を選定

津 減衰 能等
憩いの場の提供 白砂青松など

津波の減衰機能等飛砂防備、防風などの機能
憩いの場の提供、白砂青松など
美しい景観の創出

人家・農地の保護 漂流物の捕捉 白砂青松農 保護 漂流物の捕捉 白砂青松

白砂青松の松林砂移動の抑止 津波の力を減衰した可能性

◇ 海岸防災林の造成地は、一般の治山植栽地と比較して環境条件が著しく悪いことから、樹種の選定はより

慎重に行う必要。一般には、次の条件に適合するものを選定。

① 養分、水分に対する要求の少ないもの ② 飛砂、潮風及び寒風等の害によく耐えうるもの

【出典：治山技術基準（防災林造成編）】

③ 風に対する抵抗力の強いもの ④ 温度の急激な変化によく耐えうるもの

⑤ 病虫害に強いもの ⑥ 生活環境や風致の保全・創出に適しているもの
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〇海岸防災林に一般的に用いられる主林木は、針葉樹では、クロマツ、アカマツ等であり、広葉樹では、カシワ、

海岸防災林造成による植栽樹種の選定②

トベラ等である。
○海岸防災林造成地において、海側に植栽する樹種の条件は、飛砂、潮風及び寒風等の害に十分耐えうるもの、

陸側に植栽する樹種の条件は、保全対象に対し十分な樹高をもつものなどがある。

海岸防災林に使用される一般的な樹種

◇ 海岸防災林造成で一般的に用いられる主林木は次のとおり。
・針葉樹：クロマツ、アカマツ、トドマツ、エゾマツ等

ブ ポプ・広葉樹：カシワ、トベラ、ヤマモモ、ヤシャブシ、ネムノキ、ポプラ等
【出典：治山技術基準（防災林造成編）】

海岸部 保安林

■海岸防災林の育成整備

農地 集落

海岸部の保安林

防潮堤

保全対象

波浪 津波等の侵入

飛砂、風害、潮害の防備等
災害防止機能の発揮

砂 丘
波浪、津波等の侵入
及び海岸の侵食防止

風力の減殺、飛砂の軽減

海岸防災林に使用される海側 陸側に植栽する樹種の条件

◇ 海岸防災林造成地の海側、陸側に植栽する樹種の条件としては、
海側：飛砂、潮、風等を直接受けることから、飛砂、潮風及び寒風等の害に十分耐えうるもの
陸側：防風効果を高めるため 保全対象に対し十分な樹高をもつもの

海岸防災林に使用される海側、陸側に植栽する樹種の条件

陸側：防風効果を高めるため、保全対象に対し十分な樹高をもつもの
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